
（1ヶ月　31日計算）

1,445円 朝 385円
昼第３段階②

・標準負担額減額制度

103,204円
135,108円
167,012円３割負担

63,808円

食　　事　　代

44,795円

44,795円 26,505円

42,160円
26,505円
11,470円

12,090円

44,795円

95,712円

第４段階

159,995円

55,464円

85,534円
要介護５

第４段階 ２割負担

３割負担 88,695円

53,125円

83,195円
100,865円
130,430円

12,090円 11,470円

125,682円

78,343円
96,013円

11,470円

152,873円

11,470円

晩

１割負担

44,795円

居　住　費 食　事　代

令和04年10月01日　改訂

第２段階

第４段階 855円

11,470円

530円

31,904円

一日の上限負担額

第３段階②

370円 1,360円 530円
第３段階① 370円 650円

要介護４

２割負担 59,130円 44,795円 26,505円

１割負担 29,565円

44,795円 26,505円

第２段階

第３段階② 42,160円 11,470円

120,726円
145,439円

50,751円

44,795円 26,505円

１割負担 27,191円

３割負担 81,573円 44,795円 26,505円
２割負担 54,382円 44,795円 26,505円

第３段階②

12,090円

12,090円

80,821円
要介護３

第４段階

74,139円 44,795円 26,505円

要介護２

第４段階

第２段階

３割負担

第２段階

42,160円

２割負担 49,426円 44,795円 26,505円

48,273円

介　護　度 段　　　階 負　担　割　合 介護ｻｰﾋﾞｽ費

第３段階②

42,160円
１割負担

１割負担 22,339円

３割負担

合　　　計

44,795円 26,505円
２割負担 26,505円

98,491円
42,160円 11,470円

要介護１

第４段階 44,678円 44,795円

第２段階

93,639円
115,978円
138,317円

26,505円

67,017円

食　　費 居 住 費

12,090円 11,470円

11,470円

45,899円

75,969円

(従来型多床室)　　入　所　者　様　の　必　要　経　費　　め　や　す

53,959円第３段階① 20,150円 11,470円

11,470円

26,505円

26,505円

0円 300円
第２段階 370円 390円

第３段階① 20,150円 11,470円 56,333円
24,713円

44,795円 26,505円

44,795円

第３段階②

第３段階① 20,150円 11,470円 58,811円

第３段階① 20,150円 11,470円 61,185円

第３段階① 20,150円 11,470円 63,524円

第１段階

（ （

（ （

（ （

・入所初日に限り、安全対策体制書加算（20円/入所日）が算定されます。
※加算については職員の体制状況やご利用者の状態等により変動がありますのでご了解下さい。

介護職員等ベースアップ等支援加算（1ヶ月のサービス単位数合計の1.6%）

／ 日／ 日

／ 日 看護体制加算Ⅱ（ロ）

加算名

日常生活継続支援加算 36円

夜勤職員配置加算Ⅲ（ロ） 16円

／ 日認知症専門ケア加算Ⅰ

介護職員処遇改善加算Ⅰ

金額

）

）

）

）

）

）

金額

3円

上記料金表には下記の加算内容を含まれています　※1割負担の場合

（1ヶ月のサービス単位数合計の8.3%）

8円 ／ 日

／ 日

加算名

看護体制加算Ⅰ 4円

介護職員等特定処遇改善Ⅰ （1ヶ月のサービス単位数合計の2.7%）



140,100円（世帯）

世帯の全員が市町村民税を課税されていない方

・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等

44,000円（世帯）

24,600円（世帯）

24,600円（世帯）

生活保護を受給している方等 15,000円（世帯）

15,000円（個人）

・高額介護サービス費制度

区　　　　　　　分 負担の上限(月額）

93,000円（世帯）

市町村民税課税～課税所得380万円（年収約770万円）未満

課税所得380万円以上（年収約770万円）以上～課税所得690万円以上（年収約1,160万円）

課税所得690万円以上（年収約1,160万円）以上



530円
第３段階② 820円

（1ヶ月　31日計算）(従来型個室)　　入　所　者　様　の　必　要　経　費　　め　や　す
介　護　度 負　担　割　合 介護ｻｰﾋﾞｽ費 食　　費

13,020円

第４段階

合　　　計

44,795円 36,301円
第３段階②

段　　　階 居 住 費

47,449円

103,435円
42,160円 89,919円

125,774円

要介護１

第２段階

１割負担 22,339円

12,090円

25,420円

２割負担 44,678円 44,795円 36,301円
３割負担 67,017円 44,795円 36,301円 148,113円

要介護２

第２段階

１割負担 24,713円

12,090円 13,020円 49,823円

第４段階
44,795円 36,301円 105,809円

第３段階② 42,160円 25,420円 92,293円

２割負担 49,426円 44,795円 36,301円 130,522円
３割負担 74,139円 44,795円 36,301円 155,235円

52,301円

108,287円
42,160円

要介護３

第２段階

１割負担 27,191円

12,090円 13,020円

第４段階
44,795円 36,301円

第３段階② 25,420円 94,771円

２割負担 54,382円 44,795円 36,301円 135,478円
３割負担 81,573円 44,795円 36,301円 162,669円

44,795円
要介護４

第２段階

１割負担 29,565円

12,090円 13,020円 54,675円

第４段階
36,301円 110,661円

第３段階② 42,160円 25,420円 97,145円

２割負担 59,130円 44,795円 36,301円 140,226円
３割負担 88,695円 44,795円 36,301円 169,791円

57,014円

113,000円
42,160円

第４段階
44,795円 36,301円

第３段階②

２割負担 63,808円 44,795円

31,904円

12,090円 13,020円

令和04年10月01日　改訂

25,420円 99,484円

36,301円 144,904円

・標準負担額減額制度

３割負担 95,712円 44,795円 36,301円 176,808円

要介護５

第２段階

１割負担

一日の上限負担額 居　住　費 食　事　代 食　　事　　代

第４段階 1,171円 1,445円 朝 385円
1,360円 昼 530円

第３段階① 820円 650円 晩

第３段階① 20,150円 25,420円 67,909円

第３段階① 20,150円 25,420円 70,283円

第３段階① 20,150円 25,420円 72,761円

第３段階① 20,150円 25,420円 75,135円

第３段階① 20,150円 25,420円 77,474円

420円第２段階 390円
第１段階 320円 300円

（ （

（ （

（ （

・入所初日に限り、安全対策体制書加算（20円/入所日）が算定されます。
※加算については職員の体制状況やご利用者の状態等により変動がありますのでご了解下さい。

介護職員等ベースアップ等支援加算（1ヶ月のサービス単位数合計の1.6%）

日

金額

上記料金表には下記の加算内容を含まれています　※1割負担の場合

加算名 加算名

日常生活継続支援加算 36円 ／ 日 認知症専門ケア加算Ⅰ 3円 ／

看護体制加算Ⅰ 4円 ／ 日 看護体制加算Ⅱ（ロ）

夜勤職員配置加算Ⅲ（ロ） ）

／ 日

／ 日

8円

16円 ／ 日

金額

）

）

）

介護職員等特定処遇改善Ⅰ （1ヶ月のサービス単位数合計の2.7%）

介護職員処遇改善加算Ⅰ （1ヶ月のサービス単位数合計の8.3%）

）

）



負担の上限(月額）

・高額介護サービス費制度

24,600円（世帯）

24,600円（世帯）

15,000円（個人）
・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等

生活保護を受給している方等 15,000円（世帯）

課税所得690万円以上（年収約1,160万円）以上

市町村民税課税～課税所得380万円（年収約770万円）未満

140,100円（世帯）

課税所得380万円以上（年収約770万円）以上～課税所得690万円以上（年収約1,160万円） 93,000円（世帯）

44,000円（世帯）

区　　　　　　　分

世帯の全員が市町村民税を課税されていない方


